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市役所の窓口で「書かない窓口」を実現する「らくらく窓口証明書交付サービス」の

提供を３月17日（火）から開始しました。 

 

１ サービスの内容 

 証明書コンビニ交付サービスと同様にマイナンバーカードを専用のカードリーダ

ーにかざし、専用端末に暗証番号を入力することで各種証明書を簡単に取得するこ

とができます。 
 

２ サービスの提供場所と利用時間 

【提供場所】 市役所本庁舎 市民生活課窓口 

（※各支所、出張所の窓口では利用できません） 

【利用時間】 平日 午前８時30分 から 午後５時15分まで 
 

３ 取得できる証明書 

① 住民票の写し 

② 印鑑登録証明書 

③ 戸籍全部・個人事項証明書（謄抄本） 

④ 戸籍の附票の写し 

 

４ サービス利用のメリット 

申請書を記入することなく、混雑時でも短時間で簡単に証明書を取得することが

できます。 

 

５ その他 

○ 証明書コンビニ交付サービスも同様の操作でご利用いただけます。 

 

らくらく窓口証明書交付サービスの提供を開始しました 

■お問合せ先  

 十日町市市民生活課 市民係 

 担当：藤田克志 ☎025-757-3116（内線154）  

十日町市 


